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大分大学における科学研究上の行動規範  

 

 

科学研究により得られる知的財産は，人類共有のものであ  

る。  

個々の研究活動によって得られた成果が，人類共有のもの  

として受け入れられるためには，研究および研究者に対する  

信頼が十分に得られる場において，透明性をともなう論理的  

な方法でそれらが評価される必要がある。  

大分大学は，人間と社会と自然に関する教育と研究を通じ  

て，豊かな創造性，社会性および人間性を備えた人材を育成  

するとともに，地域の発展ひいては国際社会の平和と発展に  

貢献し，人類福祉の向上と文化の創造に寄与することを基本  

理念としている。  

科学研究に携わる者は，高い倫理観をもって科学に対する  

ゆるぎない信頼を確立し，保持することを常に念頭に置き，  

以下の事項を遵守する。  

 

 

１  科学研究に携わる者は，専門知識や技術の向上や内容の充  

実に日々研鑽するとともに，自らが生み出す知的成果に対し  

て，その正当性を科学的に示す最善の努力をする義務を有す  

る。  

 

 

２  科学研究は常に社会環境や自然環境に配慮し，人類の福祉  

に貢献することを目的として行われなければならない。この  

目的を達成するために，大学は地域社会・国際社会との双方  

向的交流や相互評価などに積極的に取り組む必要がある。   

 

 

３  全ての研究活動は，研究費や設備・備品などの物理的財産  

および現在築かれつつあるものを含む知的財産を利用しな  

がら，遂行されるものである。  

研究活動は，学問的または思想的には自由に行われるべき  

ものであるが，上に述べた財産の不適正な使用をはじめ公序  

良俗・研究者の倫理に反する行為が伴うものは，研究として  

の意義を無に帰すばかりでなく，人類全体への重大な背信行  

為であることに特に留意する必要がある。   

 


